
令和８（２０２６）年度　住宅改善事業（バリアフリー化等）区市町村別事業概要一覧

1＜千代田区＞

事業名：高齢者福祉住環境整備 窓　口：保健福祉部高齢介護課介護事業指定係（ＴＥＬ：０３－５２１１－４３３６）

分　　　類 助　成　方　法 負　担　率

介護予防住宅改修等給
付

要支援・要介護
認定非該当また
は未認定

介護保険と同種目
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等
のための床又は通路面の材料の
変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・上記の各工事に附帯して必要な
工事
・福祉用具（すのこ、浴用椅子等）
の購入

２００，０００円

自立支援設備改修等給
付

要支援・要介護
認定のある方

・浴槽の取替え等
・流し、洗面台の取替え等
・便器の洋式化等
・階段昇降機設置
・ホームエレベーター設置
・ＩＨクッキングヒーターの設置等
・卓上用IHクッキングヒーターの購
入(本体費用のみ)

３７９，０００円
１５６，０００円
１０６，０００円

１，０００，０００円
７００，０００円
２００，０００円

２０，０００円

助　成　対　象　者 助　成　基　準　額

千代田区内に住所を有
する６５歳以上の高齢
者で、日常生活の動作
に困難が有り、調査の
結果、在宅での生活の
質を確保するために住
宅の改修等が必要と認
められる方

①申請

②訪問調査

③審査

④給付の決定

⑤改修工事又は購入

⑥工事又は購入完了の確認

⑦給付金の支給

 「介護予防住宅改修等給付」
① １０％負担
②生活保護受給者は負担無し

「自立支援設備改修等給付」
①保険料段階により、
　１０％～６０％負担
②生活保護受給者は負担無し

別 紙 3別 紙 2

1 詳しくは区市町村窓口にお問い合わせください。
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2＜中央区＞

事業名：高齢者住宅設備改善給付事業 窓　口：福祉保健部介護保険課事業者支援給付係（ＴＥＬ：０３－３５４６－５３７７）

分　　　類 助　成　方　法 負　担　率

住宅改修予防給付 自立

介護保険と同種目
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等
のための床又は通路面の材料の
変更
・引き戸等への扉の取替え
・上記の各工事に附帯して必要な
工事

２００，０００円

住宅設備改善給付
自立・要支援・要
介護

・浴槽の取替え等
・流し、洗面台の取替え等
・便器の洋式化等
・階段昇降機(直線）
・階段昇降機（曲線）

３７９，０００円
１５６，０００円
１０６，０００円
８７６，０００円

１，８５４，０００円

介護保険の認定によ
り、要介護、要支援、非
該当と認定された者で
あって、
身体機能が低下してい
る者

①区役所、おとしより相談セン
ターにて相談※

②アドバイザー派遣事業の申
請

③訪問調査

④区役所にて設備改善給付事
業の申請

⑤助成の決定・発注

⑥工事着工、終了後検査

⑦助成金交付

階段昇降機設置以外
①１０％～３０％負担
②生活保護受給者は負担無し

階段昇降機
①１０％～１００％負担
②生活保護受給者は負担無し

※施行業者は、中央区の介護保険住宅改修等受領委任払い取扱事業者から選択

助　成　対　象　者 助　成　基　準　額

2 詳しくは区市町村窓口にお問い合わせください。
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3＜港区＞

事業名：港区高齢者自立支援住宅改修給付事業 窓　口：保健福祉支援部高齢者支援課在宅支援係（ＴＥＬ：０３－３５７８－２１１１）内線２４００～２４０６

分　　　類 助　成　方　法 負　担　率

予防給付 自立

介護保険と同種目
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等
のための床又は通路面の材料の
変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器への便器の取替え
・上記の各工事に付帯して必要な
工事

２００，０００円

設備給付 自立～要介護

・浴槽の取替え等
・流し、洗面台の取替え等
・便器の洋式化等

３７９，０００円
１５６，０００円
１０６，０００円

助　成　対　象　者 助　成　基　準　額

６５歳以上の高齢者で
あって、日常生活に困
難があり、在宅での生
活の質を確保するため
住宅の改修が必要と認
められる者

①コーディネート事業の申請

②訪問調査

③給付申請と給付決定

④工事の確認

⑤助成金を施工業者に支払い

①「生活保護受給者」又は「老齢福祉年金受給者」
で世帯全員が区民税非課税者　０％

②世帯全員が区民税非課税者　０％

③本人が区民税非課税者　３％負担

④それ以外　１０％負担

上記すべて基準額超過分は全額自己負担

3 詳しくは区市町村窓口にお問い合わせください。
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4＜新宿区＞

窓　口：福祉部介護保険課給付係（ＴＥＬ０３-５２７３-４１７６）

分　　　類 助　成　方　法 負　担　率

自立支援住宅改修

６５歳以上で要介護認
定「非該当」の方で、身
体機能の低下等により
給付が必要と認められ
る方

自立

介護保険と同種目
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等
のための床又は通路面の材料の
変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器への便器の取替え
・上記の各工事に附帯して必要な
工事

２００，０００円

住宅設備改修

６５歳以上で要介護認
定「要支援」または「要
介護」の方で、介護保険
の同種類の給付を受け
ておらず、既存設備の
使用が困難である方

要支援～要介護
・浴槽の取替え
・流し、洗面台の取替え
・便器の洋式化

３７９，０００円
１５６，０００円
１０６，０００円

助　成　対　象　者 助　成　基　準　額

①相談申請

②担当者訪問調査

③業者に見積り依頼

④給付決定

⑤工事着工、終了後検査

⑥利用者と区が、それぞれの
負担金を施行業者へ支払う

①介護保険負担割合に応じて１０％、２０％または
３０％の負担
②生活保護受給者は免除
③基準額超過分は全額自己負担

事業名：高齢者自立支援住宅改修及び日常生活用具給付事業、高
齢者住宅設備改修給付事業

4 詳しくは区市町村窓口にお問い合わせください。
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5＜文京区＞

分　　　類 助　成　方　法 負　担　率

住宅設備改造

文京区内に住所を有す
る満６５歳以上の高齢
者で、介護保険認定「要
支援」「要介護」の者で、
身体機能の低下により
既存の設備での使用が
困難であり設備改造が
必要と認められ、過去
に設備給付での同種の
給付を受けていないも
の。

要支援・要介護

①相談
②訪問調査
③給付の申請
④給付の決定
⑤改修工事
⑥改修工事完了の確認
⑦利用者負担分は利用者が施
工業者に支払い、区負担分は
区が施工業者に支払う

・浴槽の取替え等
・流し、洗面台の取替え等
・便器の洋式化等

３７９，０００円
１５６，０００円
１０６，０００円

①介護保険負担割合証の割合に応じて１０％、２
０％または３０％負担

②生活保護受給者は給付限度額内において負担
無し

住宅修築資金助成

文京区内に住所を有す
る満６５歳以上の高齢
者又は心身障害者世帯
に属する者。（その他申
請要件あり）
※工事着工前に申請の
こと。

①助成の申請（工事着工前）
②現地調査
③助成決定
④修築工事等
⑤実績の報告
⑥現地調査
⑦助成金額の確定
⑧助成金の請求
⑨助成金の交付

・バリアフリー化工事（手すりの取
付け、段差の解消等）
・防水板を設置する浸水対策工事
・り災住宅の修復工事
（り災後６０日以内のり災証明書
があるもの）

上限２００,０００円
①税抜き工事費の10％を超える部分を自己負担
　（消費税額は自己負担）
②上限超過分は全額自己負担

助　成　対　象　者

事業名：文京区高齢者住宅設備等改造事業及び文京区高齢者等住
宅修築資金助成事業

窓　口：福祉部介護保険課給付係（ＴＥＬ：０３－５８０３－１３８８)（住宅設備改造）
窓　口：住環境課管理担当（ＴＥＬ０３-５８０３-１３７４）（住宅修築資金助成）

助　成　基　準　額

5 詳しくは区市町村窓口にお問い合わせください。
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6＜台東区＞

事業名：高齢者住宅改修給付事業 窓　口：福祉部高齢福祉課総合相談・給付担当（ＴＥＬ：０３－５２４６－１２２２・１２２４）

分　　　類 助　成　方　法 負　担　率

予防給付 介護保険要介護
認定非該当

介護保険と同項目
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止、移動の円滑化等の
ための床材の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器への便器の取替え
・上記の各工事に付帯して必要と
認められる工事

２００，０００円

設備改修給付 要支援１以上等
・浴槽の取替え等
・流し、洗面台の取替え等
・便器の洋式化等

３７９，０００円
１５６，０００円
１０６，０００円

設備等新設給付 要介護２以上

・浴槽の新設等
・流し、洗面台の新設等
・便器の新設等
・階段昇降機の新設等
・1階床の新設等

３７９，０００円
　１５６，０００円
　１０６，０００円

　１，０００，０００円
　３５０，０００円

助　成　対　象　者 助　成　基　準　額

区内に住所を有する在
宅の６５歳以上で、日常
生活の動作に困難があ
り、区の調査の結果、住
宅の改修、住宅設備の
改修・新設の必要があ
ると認められる方。（各
給付項目によりその他
要件あり）

①相談

②事前訪問調査

③給付申請

④給付決定

⑤施工

⑥工事完了の確認訪問

⑦給付金支給

①１０％負担

②生活保護受給世帯に属する者は負担無し

※①・②いずれも助成基準額を超えた金額は全額
自己負担

6 詳しくは区市町村窓口にお問い合わせください。
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7＜墨田区＞

事業名：高齢者自立支援住宅改修助成事業 窓　口：福祉保健部高齢者福祉課相談係（ＴＥＬ：０３－５６０８－６１７１）

分　　　類 助　成　方　法 負　担　率

予防改修助成
おおむね６５歳以上で
日常生活動作が困難な
者

要支援・要介護
以外

介護保険と同種目
・手すりの取付け
・床段差の解消
・滑りの防止や移動の円滑化等
のための床材の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・その他これらの工事に付帯して
必要な給水設備等の工事

２００，０００円

設備改修助成

おおむね６５歳以上で
身体機能の低下により
既存の設備を使用する
事が困難な者

要支援・要介護

・浴槽の取替え及びこれに付帯し
て必要な給湯設備等の工事
・流し、洗面台の取替え及びこれ
に付帯して必要な給湯設備等の
工事
・洋式便器等への便器の取替え
及び付帯して必要な工事

２００，０００円

①生活保護受給者　０％

②老齢福祉年金受給者で、世帯員全員が区民税
非課税の者　０％

③その他の者　１０％、２０％または３０％負担

基準額超過分は全額自己負担

助　成　対　象　者 助　成　基　準　額

①事前申請

②高齢者支援総合センターま
たは区の担当職員による現地
調査、施工業者指導、完了確
認
③助成金交付

7 詳しくは区市町村窓口にお問い合わせください。
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8＜江東区＞

事業名：江東区高齢者住宅設備改修給付事業 窓　口：福祉部介護保険課在宅支援係（TEL：０３－３６４７－４３１９）

分　　　類 助　成　方　法 負　担　率

住宅設備改修給付

６５歳以上の高齢者で、
介護保険の自立判定、
要介護・要支援の認定
を受けた者

自立判定、要支
援・要介護認定

①相談・申請
②事業者見積書等提出
③訪問調査
④給付決定
⑤改修工事
⑥工事完了・確認
⑦助成金支払

・予防給付
・浴槽改修
・洗面台・流し台
・トイレ改修
・階段昇降機

２００，０００円
３７９，０００円
１５６，０００円
１０６，０００円
８００，０００円

①基準額以内の１０％負担(予防給付は10％・20％
または30％）。超過分は全額本人負担。

②生活保護受給者は基準額以内は免除。超える
金額は、全額本人負担。

助　成　対　象　者 助　成　基　準　額

8 詳しくは区市町村窓口にお問い合わせください。
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9＜品川区＞

事業名：品川区高齢者自立支援住宅改修給付事業 窓　口：福祉部高齢者福祉課介護給付係(ＴＥＬ：０３－５７４２－６９２７）

分　　　類 助　成　方　法 負　担　率

住宅改修予防給付
介護保険非該当
者

介護保険と同種目
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等
のための床又は通路面の材料の
変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器への便器の取替え
・上記の各工事に附帯して必要な
工事

２００，０００円

住宅設備改修給付
要支援高齢者
要介護高齢者

・浴槽の取替え及びこれに附帯し
て必要な給湯設備等の工事
・流し、洗面台の取替え及びこれ
らに附帯して必要な工事
・便器の洋式化及びこれに附帯し
て必要な工事
・昇降機の設置

３７９，０００円

１５６，０００円

１０６，０００円

４００，０００円

助　成　対　象　者 助　成　基　準　額

６５歳以上の高齢者で
あって
住宅の改修が必要と認
められる者

①区窓口に給付申請

②工事着工

③竣工後給付請求

④支給

１０％～３０％負担

9 詳しくは区市町村窓口にお問い合わせください。
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10＜目黒区＞

事業名：高齢者自立支援住宅改修給付 窓　口：健康福祉部高齢福祉課在宅事業係（ＴＥＬ：０３－５７２２－９８３９）

分　　　類 助　成　方　法 負　担　率

住宅改修予防給付
介護保険認定非
該当

介護保険と同種目
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等
のための床又は通路面の材料の
変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器への便器の取替え
・上記の各工事に附帯して必要な
工事

２００，０００円

住宅設備改修給付

要支援、要介護
認定をお持ちの
方。または虚弱
な方。

・低浴槽の取替え
・洗面所の取替え
・便器の洋式化

３７９，０００円
１５６，０００円
１６２，０００円

助　成　対　象　者 助　成　基　準　額

目黒区に住所を有し、
65歳以上の在宅の高齢
者であって、住宅の改
修が必要と認められる
者。

①申請

②審査

③助成の決定

④改修工事

⑤工事完了報告書及び写真に
より工事完了確認

⑥助成金を施工業者に支払

１０％負担
ただし、生活保護世帯は免除

10 詳しくは区市町村窓口にお問い合わせください。
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11＜大田区＞

事業名：大田区高齢者自立支援住宅改修助成事業

分　　　類 助　成　方　法 負　担　率

住宅設備改修給付

大田区内に住所を有
し、現に居住する65歳
以上の高齢者で、介護
保険における要介護認
定の判定結果が要介
護・要支援と認定され、
身体状況により住宅の
改修が必要と認められ
る者

要支援・要介護

①相談

②訪問調査

③申請

④決定

⑤改修工事

⑥工事完了検査

⑦助成金請求

⑧利用者と区がそれぞれの負
担金を施工業者へ支払う

・浴槽の取替え等
・流し、洗面台の取替え等
・便器の洋式化等

３７９，０００円
１５６，０００円
１０６，０００円

①介護保険負担割合に準じて助成限度額内の１
０％～３０％

②生活保護受給世帯及び中国残留邦人等支援受
給世帯は助成限度額内において負担なし

※①・②いずれも助成限度額を超えた部分は全額
自己負担

窓　口：地域福祉課高齢者地域支援担当
　　　　　大森（ＴＥＬ：０３－５７６４－０６５８）、調布（ＴＥＬ：０３－３７２６－６０３１）、
　　　　　蒲田（ＴＥＬ：０３－５７１３－１５０８）、糀谷・羽田（ＴＥＬ：０３－３７４１－６５２５）

助　成　対　象　者 助　成　基　準　額

11 詳しくは区市町村窓口にお問い合わせください。
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12＜世田谷区＞

事業名：世田谷区高齢者住宅改修費助成金交付事業

分　　　類 助　成　方　法 負　担　率

予防改修 介護保険非該当

介護保険と同種目
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等
のための床又は通路面の材料の
変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器への便器の取替え
・上記の各工事に附帯して必要な
工事

左記対象工事をあわせ
て

　２００，０００円

・浴槽の取替えとこれに附帯して
必要な工事

３７９，０００円

・流し、洗面台の取替えとこれに
附帯して必要な工事

１５６，０００円

・洋式便器への便器の取替えとこ
れに附帯して必要な工事

１０６，０００円

助　成　基　準　額

世田谷区内に住所を有
する６５歳以上の高齢
者で、身体機能の低下
により住宅の改修が必
要と認められる者

①保健福祉課の窓口にて相談

②CW事前訪問

③業者見積

④申請

⑤決定

⑥施工

⑦完了届け

⑧確認

⑨助成金交付

①基準額（改修費が基準額を下回る場合は改修
費）の１割～３割（介護保険の利用者負担割合に
準じる）

②予防改修については、介護保険料徴収区分第１
段階の者は負担免除あり

所　管：高齢福祉部高齢福祉課事業担当(ＴＥＬ：０３－５４３２－２４０７)
窓　口：各総合支所保健福祉課地域支援担当

助　成　対　象　者

設備改修

介護保険非該
当・要支援・要介
護で全世帯員の
前年所得合算額
が
6,232,000円以下

12 詳しくは区市町村窓口にお問い合わせください。
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13＜渋谷区＞

事業名：渋谷区高齢者住宅改修給付 窓　口：福祉部高齢者福祉サービス事業係（ＴＥＬ：０３－３４６３－１８７３）

分　　　類 助　成　方　法 負　担　率

住宅設備改修給付

６５歳以上の高齢者で
あって、
住宅の改修が必要と認
められる者

要支援・要介護
（階段昇降機は
要介護３～５）

①地域包括支援センターで受
付

②地域包括支援センター職員
が訪問調査

③必要と認められる部分に改
修工事を給付

・浴槽の取替え工事
・流し台又は洗面台の取替え工事
・階段昇降機の取付け工事

３７９，０００円
１５６，０００円
３００，０００円

①給付限度額内の１０％（限度額を超えた部分は
全額）

②生活保護受給世帯は給付限度額内全額免除

助　成　対　象　者 助　成　基　準　額

13 詳しくは区市町村窓口にお問い合わせください。
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14＜中野区＞

事業名：中野区高齢者自立支援住宅改修等事業 窓　口：地域支えあい推進部地域包括ケア推進課（ＴＥＬ：０３－３２２８－５６３２）

分　　　類 助　成　方　法 負　担　率

住宅改修予防給付
介護保険認定非
該当

介護保険と同種目
・手すりの取付け
・床段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等
のための床材の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器への便器の取替え
・上記の各工事に附帯して必要な
工事

２００，０００円

住宅設備改修給付 要支援以上
・浴槽の取替え等
・流し、洗面台の取替え等
・便器の洋式化等

２００，０００円
１３０，０００円

９０，０００円

助　成　対　象　者 助　成　基　準　額

６５歳以上の高齢者で
あって、
住宅の改修が必要と認
められる者

※所得制限あり
利用者の属する世帯全
員が前年の所得が２００
万円未満の方

①介護保険認定

②相談窓口（地域包括支援ｾﾝ
ﾀｰ）で申請

③地域包括支援センター職員
訪問調査

④業者見積

⑤給付決定

⑥業者へ委託

⑦給付完了

⑧検査

⑨業者へ支払

①給付限度額内の１０％負担（限度額を超えた部
分は全額自己負担）

②生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者でか
つその世帯全員が住民税非課税の場合は給付限
度額内全額免除

14 詳しくは区市町村窓口にお問い合わせください。
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15＜杉並区＞

事業名：高齢者住宅改修給付事業

分　　　類 助　成　方　法 負　担　率

住宅改修予防給付
介護保険認定非
該当

予防給付

①地域包括支援センターで受
付
②支援センター職員が訪問調
査し、申請受理
③支援センター職員と見積もり
業者が同行訪問
④申請確認～着工
⑤工事完了確認
⑥支払い

・手すりの取付け
・便器の洋式化
・上記の各工事に附帯して必要な
工事

２００，０００円

住宅改修設備給付
介護保険認定
要支援・要介護

設備給付

①申請
②訪問調査
③助成の可否決定
④工事着工
⑤工事完了確認
⑥助成金支払い請求
⑦支払い

・浴槽の取替え等
・流し、洗面台の取替え等
・便器の洋式化等

３７９，０００円
１５６，０００円
１０６，０００円

窓　口：保健福祉部高齢者在宅支援課管理係（ＴＥＬ：０３－３３１２－２１１１）内線３２３４　（予防給付）
窓　口：保健福祉部介護保険課給付係（ＴＥＬ：０３-３３１２-２１１１）内線１３３３　（設備給付）

助　成　対　象　者 助　成　基　準　額

杉並区に住所を有する
６５歳以上の在宅の高
齢者であって、
住宅の改修が必要と認
められる者

１０％負担
(生活保護受給の者を除く）

15 詳しくは区市町村窓口にお問い合わせください。
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16＜豊島区＞

事業名：豊島区高齢者自立支援住宅改修助成事業 窓　口：高齢者福祉課高齢者事業グループ（ＴＥＬ：０３－４５６６－２４３２）

分　　　類 助　成　方　法 負　担　率

予防的助成
介護保険非該当
者（自立）

介護保険と同種目
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等
のための床又は通路面の材料の
変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器への便器の取替え
・上記の各工事に附帯して必要な
工事

２００，０００円

設備改修助成

要支援・要介護
の方かつ、身体
障害者の要件あ
り＊但し便器の
洋式化のみ非該
当も対象

・浴槽の取替えおよびこれに附帯
して必要な給湯設備等の工事
・流し等の取替えおよびこれに附
帯して必要な給湯設備等の工事
・便器の洋式化およびこれに附帯
して必要な工事

３７９，０００円
１５６，０００円
１０６，０００円

助　成　対　象　者 助　成　基　準　額

豊島区内に住所を有す
る
６５歳以上の高齢者で
住宅改修が必要と認め
られる者

①介護保険認定

②訪問調査

③申請

④審査

⑤給付助成の決定

⑥改修工事

➆改修工事完了の確認

⑧助成金支払い

①生活保護受給者　０％

②①以外の方で、介護保険の自己負担割合が１
割の方　１０％

③①以外の方で、介護保険の自己負担割合が２
割の方　２０％

④①以外の方で、介護保険の自己負担割合が3割
の方　３０％

16 詳しくは区市町村窓口にお問い合わせください。
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17＜北区＞

事業名：東京都北区高齢者住宅改造費助成事業 窓　口：福祉部高齢福祉課　高齢相談係（ＴＥＬ：０３－３９０８－９０８３）

分　　　類 助　成　方　法 負　担　率

住宅改造予防給付
介護保険非該当

（自立）

介護保険と同種目
・手すりの取付け
・段差、傾斜の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等
のための床材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器への便器の取替え
・上記の各工事に附帯して必要な
工事

１００，０００円を限度

住宅設備改造給付 要支援・要介護
・浴槽の取替え
・流し、洗面台の取替え
・便器の洋式化

２００，０００円
１５６，０００円
１０６，０００円

助　成　対　象　者 助　成　基　準　額

６５歳以上の介護保険
の要介護認定を受けて
いる方（非該当を含む）
で日常生活の動作に困
難がある方

※区内に住所を有する

①相談

②調査

③申請

④決定

⑤工事

⑥確認

⑦支払い

①原則１０％～３０％負担（所得制限なし）

②生活保護受給者で世帯全員が住民税非課税の
方は免除

③世帯全員が住民税非課税の方は５％負担

※いずれの場合も、助成限度額を超えた部分は
自己負担となります。

17 詳しくは区市町村窓口にお問い合わせください。
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18＜荒川区＞

事業名：荒川区高齢者住宅改修給付事業 窓　口：福祉部 介護保険課 介護給付係（ＴＥＬ：０３－３８０２－３１１１） 内線２４３２

分　　　類 助　成　方　法 負　担　率

住宅改修予防給付

介護保険非該当
　　　　　　（自立）
　
＊要介護認定結
果から申請書提
出日まで６ヶ月
以内の方

介護保険と同種目
・手すりの取付け
・段差の解消
・床材の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器への便器の取替え
・上記の各工事に附帯して必要な
工事

２００，０００円

住宅設備改修給付

・浴槽の取替え
・流し･洗面台の取替え
（要介護４・５であって、自宅で車
椅子を利用する方のみ）
・便器の洋式化

３７９，０００円
１５６，０００円

１０６，０００円

住宅設備等新設給付

１階が以前に工場・店舗・事務所・
診療所・テナント等の居室以外の
用途として使用されていた場所を
居住空間に改修するための新設
工事を助成
・１階床の新設
　※床の新設にともない下記の
　　新設給付を対象とする
　・浴槽の新設
　・流し・洗面台の新設
　・便器の新設

３５０，０００円

３７９，０００円
１５６，０００円
１０６，０００円

転倒防止用手すり設置給
付

７０歳以上の高齢者で
あって、手すりの設置を
必要とする方

＊区内に住所を有する
等の要件あり

介護保険非該当
（自立）・要支援・
要介護以外の方

＊これまで介護
の認定を受けた
ことのない方

手すりの取付け ６０，０００円

助　成　対　象　者 助　成　基　準　額

・６５歳以上の高齢者で
あって、住宅の改修を
必要とする方

＊区内に住所を有する
等の要件あり

①相談・申請

②工事前訪問調査（※）

③給付助成の決定

④改修工事

⑤工事完了確認

⑥助成金を施工業者に支払

⑦工事後訪問調査（※）

※住宅設備改修給付における
便器の様式化及び転倒防止用
手すり設置給付を除く

助成基準額の範囲内おいて自己負担あり

①生活保護受給者　０％

②その他の者　１０～３０％負担

＊基準額を超える場合には全額自己負担

要支援１・２又は
要介護１～５

18 詳しくは区市町村窓口にお問い合わせください。
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19＜板橋区＞

事業名：板橋区高齢者住宅設備改修費助成事業 窓　口：生涯活躍推進課フレイル・介護予防係（ＴＥＬ：０３－３５７９－２２９３）

分　　　類 助　成　方　法 負　担　率

介護予防住宅改修

介護保険と同種目
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等
のための床又は通路面の材料の
変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・上記の各工事に附帯して必要な
工事

１００，０００円

・浴槽の取替え ２００，０００円

・流し、洗面台の取替え（原則とし
て車いすのままで利用できるもの
に取り替える場合に限る）

１５０，０００円

助　成　対　象　者 助　成　基　準　額

区内に住所を有する６５歳以上の在宅の
高齢者のうち、住宅の改修が必要である
と認められる者で、介護保険認定が非該
当の方（認定から１年以内）または介護予
防が必要と認められる方 ①ケアマネジャーまたはおとし

より相談センター、施工業者
（必要に応じて区担当職員）が
訪問し状況確認、改修計画の
立案

②申請

③助成決定・工事着工

④区担当職員等が訪問し、完
了確認

⑤助成額支払

自己負担は、助成限度額内において、次のとおり。
（１）生活保護世帯及び中国残留邦人等支援給付
世帯：無料
（２）住民税非課税世帯：見積額の１割
（３）住民税課税世帯：見積額の３割

※いずれの場合も、助成限度額を超えた部分も自
己負担となります。

住宅設備改修

<浴槽の取替え>
区内に住所を有する６５歳以上の在宅の
高齢者のうち、住宅の改修が必要である
と認められる者で、介護保険認定を受け
ている、または介護予防が必要と認めら
れる方

<流しまたは洗面台の取替え>
区内に住所を有する６５歳以上の在宅の
高齢者のうち、住宅の改修が必要である
と認められる者で、介護保険認定を受け
ている方

19 詳しくは区市町村窓口にお問い合わせください。
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20＜練馬区＞

事業名：練馬区自立支援住宅改修給付事業 窓　口：高齢施策担当部　介護保険課　給付係(TEL０３－５９８４－４５９１)

分　　　類 助　成　方　法 負　担　率

予防改修給付

介護保険の要支
援・要介護認定
申請の結果非該
当となった方のう
ち、日常の動作
に何らかの支障
があって、予防
改修が必要と認
められる方

①基本チェックリスト等で住宅
改修要否を判断
②本人・地域包括支援セン
ター・事業者で工事内容打合せ
③申請書の提出
④本人に決定通知書、事業者
に委託通知書交付
⑤工事完了届により、地域包
括支援センター職員が訪問確
認
⑥事業者の請求により支払い

介護保険と同種目
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等
のための床又は通路面の材料の
変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・上記の各工事に付帯して必要な
工事

助成種目によっては、その他にも
要件あり

２００，０００円

①限度額範囲内で改修にかかる費用の１０％が利
用者負担

②生活保護受給者等と、住民税非課税世帯に属
する老齢福祉年金受給者は、限度額範囲内で改
修に係る費用は公費負担

設備改修給付

介護保険の要支
援・要介護認定
を受けている方
のうち、身体機
能の低下や障害
のため既存の設
備の使用が困難
な方で、設備改
善が必要と認め
られる方

①本人・ケアマネジャー・事業
者で工事内容の打合せ
②申請書提出
③本人に決定通知書、事業者
に委託通知書交付
④工事完了後、書類・写真によ
り完了確認
⑤事業者の請求により支払い

・浅型の浴槽などへの取替え
・流し、洗面台の取替え
・便器の洋式化
・玄関の造作物撤去
・階段昇降機などの設置（病院や
施設から退院・退所された場合で
階段昇降困難な方のみ対象）

助成種目によっては、その他にも
要件あり

２５０，０００円
１５６，０００円
１０６，０００円
１００，０００円

１，０００，０００円

①限度額範囲内で改修にかかる費用の1０％が利
用者負担

②生活保護受給者等と、住民税非課税世帯に属
する老齢福祉年金受給者は、限度額範囲内で改
修に係る費用は公費負担

助　成　対　象　者 助　成　基　準　額

６５歳以上の在宅の区
民

20 詳しくは区市町村窓口にお問い合わせください。



令和８（２０２６）年度　住宅改善事業（バリアフリー化等）区市町村別事業概要一覧 別 紙 3別 紙 2

21＜足立区＞

事業名：高齢者住宅改修事業 窓　口：高齢者施策推進室高齢者地域包括ケア推進課在宅支援係  （ＴＥＬ：０３－３８８０－５１１１）内線１９６５～１９６８

分　　　類 助　成　方　法 負　担　率

住宅改修予防給付

介護保険と同種目
・手すりの取付け
・段差の解消（浴槽の取替えを除
く）
・滑りの防止及び移動の円滑化等
のための床又は通路面の材料の
変更
・引き戸等への扉の取替え
・和式から洋式便器への取替え
・上記の各工事に附帯して必要な
工事

２００，０００円

・浴槽の取替え（給湯設備を除く）
・車いす用の流し、洗面台の取替
え
・便器の洋式化

・浴槽の取替え
（給湯設備を除く）

２００，０００円
・車いす用の流し
洗面台の取替え

１５６，０００円
・便器の洋式化

１０６，０００円

①事前相談・建築確認
②訪問調査
③申請書受付
④給付対象可否決定
⑤工事完了後の写真を提出
⑥事業者の請求
⑦区が支払う。自己負担分は
本人が事業者へ支払い

いす式階段昇降機の設置 １，３３２，０００円

助　成　対　象　者 助　成　基　準　額

６５歳以上の
介護保険の要介護認定が「自立」の高齢
者で、日常の動作に低下が認められる者

①申請書受付

②地域包括支援センター職員
による訪問調査

③給付対象可否決定

④工事完了後の写真を提出

⑤事業者の請求

⑥区が支払う。自己負担分は
本人が事業者へ支払い

①生活保護受給者及び足立区介護保険料の所得
段階が第１段階、第２段階、第３段階のＢ・Ｃ階層

の者　０％

②足立区介護保険サービスの自己負担が１割で
上記①以外の者　１０％負担

③足立区介護保険サービスの自己負担が２割の
者　２０％負担

 
④足立区介護保険サービスの自己負担が３割の

者　３０％負担

住宅設備改修給付

６５歳以上の高齢者で、
日常の動作に低下が認められ、
介護保険では「要介護」「要支援」の者

６５歳以上の高齢者で、介護保険で「要介
護４・５」の者で、以下の要件すべてに該
当する者
①日常的に車椅子か歩行器を利用してい
る
②１階での居住が困難
③本人または親族の持ち家に居住してい
る
④入所・入院をしていない
⑤昇降機を設置する個人用住宅及び設
置する昇降機が建築基準法に適合するこ
とが確認できる書類の写しを提出できる

21 詳しくは区市町村窓口にお問い合わせください。
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22＜葛飾区＞

窓　口：福祉部高齢者支援課在宅サービス係（ＴＥＬ：０３－５６５４－８２５９）

分　　　類 助　成　方　法 負　担　率

自立支援住宅改修費助成

・手すりの取付け
・段差の解消
・床材の変更
・引き戸等への扉の取り換え
・便器の洋式化
・上記の各工事に付帯して必要な
工事

２００，０００円
基準額の範囲で１０％負担
（生活保護を受けている方は負担なし）

住宅設備改修費助成
基準額の範囲で１０％～３０％負担
（生活保護を受けている方は負担なし）

事業名：葛飾区高齢者自立支援住宅改修費助成事業及び葛飾区高
齢者住宅設備改修費助成事業

助　成　対　象　者 助　成　基　準　額

在宅で生活していて、６５歳からのいきい
き元気度チェックにより運動機能が低下し
ている方及びこれに準ずる方で、在宅で
の生活を継続するために住宅改修が必要
と認められる方

①工事施工前の事前相談

②調査（要否の決定）

③必要書類の提出

④助成決定

⑤写真による完了確認、及び
高齢者総合相談センター（地域
包括支援センター）職員又はケ
アマネジャーによる完了検査

在宅で生活している方で、「要支援」「要介
護」の認定を受け、在宅での生活を継続
するために住宅改修が必要と認められる
方

・浴槽の取替え及び付帯して必要な工事　          ３７９，０００円
・流し、洗面台の取替え及び付帯して必要な工事　１５６，０００円
・階段昇降機の設置
　　機器本体費及び付属器具費                     　９７９，０００円
　　　　　　　　　　　　　　　 設置費                     　３５３，０００円

22 詳しくは区市町村窓口にお問い合わせください。
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23＜江戸川区＞

事業名：江戸川区住まいの改造助成事業 窓　口：福祉部介護保険課給付係（ＴＥＬ：０３－５６６２－０３０９）

分　　　類 助　成　方　法 負　担　率

住まいの改造助成

①ケアマネジャーへの相談（担
当のケアマネジャーがいない場
合は、最寄りの熟年相談室に
相談）

②申請書類の提出

③申請書類の審査及び決定の
通知

④住まいの改造工事の施工

⑤工事の完了書類の提出

⑥工事の完了書類の審査

⑦助成金の支給

介護保険サービスの自己負担割合に準じます。た
だし、生活保護を受けている方については、自己
負担はありません。

※住まいの改造助成事業は江戸川区独自事業です。

助　成　対　象　者 助　成　基　準　額

助成の対象となる方は、次に掲げる条件
を満たす方とします。
①江戸川区内に居住していること。
②現に居住する住宅について住まいの改
造を必要としていること。
③要介護認定又は要支援認定を受けて
いること。

上記の条件を満たす方でも、次のいずれ
かに該当する方は助成の対象から除きま
す。
①老人福祉施設その他の施設に入所中
又は入院（短期入院を除く。）中の方。た
だし、住まいを改造することにより、当該
施設を退所し、又は退院することが可能と
なる場合は、この限りでありません。
②住まいを改造することについてその住
宅の所有者の承諾が得られない方

便器の洋式化　106,000円
浴槽の取替え　379,000円
流し及び洗面台の取替え　156,000円
段差解消機設置のための舗装改修　2,000,000円
階段昇降機の設置　2,000,000円
ホームエレベーターの設置　2,000,000円

※助成対象額は200万円を限度とします。
※介護保険による住宅改修（限度額20万円）が本事業より
優先されます。
※住まいを改造する費用が200万円に達するまで、複数回
申請することができます。ただし、上記のとおり、工事の種
類ごとに限度額を設けています。また、助成の回数は、工
事の種類に応じ、それぞれ1回限りとします。

23 詳しくは区市町村窓口にお問い合わせください。


